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法
学
教
育
と
そ
の
背
景
と
な
る
法
制
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
、
あ
る
国
の
法
学
教
育
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
ま
ず
そ
の
国
の
法
制
の
概
略
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
台
湾
は
、
こ
こ
一
〇
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
、
清

朝
、
日
本
、
中
華
民
国
の
統
治
の
下
に
お
か
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
台
湾
の
法
制
は
変
遷
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
一
八
九
五
年
以
前
に
お

い
て
は
、
台
湾
は
清
朝
の
統
治
下
に
あ
り
、
当
時
の
台
湾
社
会
は
、
儒
教
思
想
、
唐
律
及
び
古
代
の
法
令
規
範
を
基
礎
に
し
た
法
体
系
、

す
な
わ
ち
封
建
的
帝
制
の
所
産
た
る
「
中
華
法
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
中
華
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法
シ
ス
テ
ム
は
、
現
代
的
意
義
に
お
け
る
法
制
度
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
こ
で
、
台
湾
の
現
代
の
法
学
教
育
の
検
討
を
目
的
と
す
る

本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
の
統
治
下
に
お
け
る
西
洋
的
法
学
教
育
の
導
入
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

日
本
植
民
地
時
代
に
お
け
る
西
洋
的
法
学
教
育
の
導
入

　

一
八
九
五
年
、
日
本
は
日
清
戦
争
に
勝
利
し
、
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
継
受
し
た
近
代
の
西
洋
法
制
度
は
、

台
湾
に
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
台
湾
と
西
洋
法
制
度
と
の
接
触
が
始
ま
っ
た
。
明
治
維
新
が
法
の
継
受
を
中
心
と
す
る

法
制
化
の
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
学
教
育
も
ま
た
高
等
教
育
の
歴
史
の
上
で
独
自
の
特
殊
な
性
格
を
獲
得
し
、
法
学
は
国
家
の
指

導
層
の
基
礎
的
な
知
識
と
な
っ
た
。
そ
の
影
響
と
し
て
、
台
湾
に
お
い
て
は
、
法
学
を
学
ん
だ
者
は
高
い
社
会
的
評
価
と
地
位
を
有
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
八
九
五
年
か
ら
始
ま
る
日
本
統
治
時
代
の
初
期
に
は
、
台
湾
で
は
法
学
教
育
の
た
め
の
機
関
は
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
一
〇

年
頃
か
ら
、
日
本
に
留
学
し
て
法
学
を
学
ぶ
者
が
現
れ
は
じ
め
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
そ
の
数
は
留
学
生
の
総
数
の
二
割
を
占
め
、

こ
れ
は
医
学
に
次
ぐ
高
い
割
合
で
あ
る
。

　

一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
日
本
政
府
が
台
湾
統
治
に
つ
い
て
「
内
地
延
長
主
義
」
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
影
響
に
よ
り
、

ま
た
台
湾
に
居
住
す
る
日
本
人
の
高
等
教
育
へ
の
需
要
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
二
八
年
三
月
一
七
日
、
台
北

帝
国
大
学
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
文
政
学
部
政
学
科
は
、
台
湾
に
お
け
る
初
め
て
の
法
学
教
育
機
関
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

日
本
統
治
時
代
に
お
い
て
、
西
洋
法
学
の
知
識
を
制
度
的
に
教
授
す
る
唯
一
の
教
育
機
関
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
反
法
科
の
思
潮
の
影

響
を
受
け
て
、
台
湾
総
督
た
る
伊
澤
喜
多
男
は
、
弁
護
士
を
養
成
す
る
た
め
の
法
学
科
で
は
な
く
、
儒
学
の
道
義
の
政
治
を
基
礎
と
す

る
「
政
学
」
科
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
、
文
法
学
部
法
学
科
で
は
な
く
「
文
政
学
部
政
学
科
」
を
設
置
し
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

（
1
）

（
2
）
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に
は
「
東
洋
道
徳
学
」
が
組
み
込
ま
れ
た
。

二　

中
国
国
民
党
に
よ
る
権
威
主
義
的
統
治
の
下
に
お
け
る
法
学
教
育

　

一
九
四
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
後
、
台
湾
の
統
治
は
日
本
政
府
か
ら
中
国
国
民
党
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
日
本
統
治
下
で
の
教
育
法
令
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
国
民
党
政
府
に
よ
る
教
育
法
制
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
国
民

党
政
府
は
中
国
大
陸
に
お
け
る
戦
後
の
復
員
の
作
業
に
追
わ
れ
て
い
た
た
め
、
台
湾
の
統
治
に
つ
い
て
は
現
状
を
維
持
す
る
に
と
ど
め
、

中
国
大
陸
の
大
学
が
台
湾
に
移
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
大
陸
に
存
し
た
法
学
教
育
機
関
の
影
響
が
台
湾
に
及
ぶ

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
に
国
共
内
戦
に
よ
り
国
民
党
政
府
が
台
湾
に
移
っ
て
く
る
が
、
社
会
情
勢
の
不
安
定
や
財

政
の
困
難
、
さ
ら
に
は
大
学
に
お
け
る
学
生
運
動
へ
の
警
戒
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
法
学
教
育
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
大
学
の

新
設
も
容
易
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
高
等
教
育
機
関
の
数
は
な
お
限
ら
れ
て
い
た
。
日
本
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
大
学
一
校
及
び

専
門
学
校
三
校
が
国
民
党
政
府
に
よ
り
接
収
さ
れ
た
後
、
一
九
五
三
年
に
な
っ
て
も
大
学
は
四
校
、
専
門
学
校
は
五
校
に
限
ら
れ
、
法

学
部
に
至
っ
て
は
、
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
政
学
科
を
前
身
と
す
る
台
湾
大
学
法
学
院
法
律
学
系
が
存
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
、
社
会
の
高
等
教
育
に
対
す
る
需
要
の
高
ま
り
に
応
ず
る
た
め
に
、
台
湾
の
教
育
部
（
日
本
の
文
部
科
学
省
に

相
当
）
は
大
学
組
織
の
調
整
に
着
手
し
は
じ
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
三
年
、
当
時
の
司
法
行
政
部
（
後
の
法
務
部
）
は
、
将
来
中
国

大
陸
を
取
り
戻
し
た
場
合
の
法
曹
人
口
の
不
足
に
備
え
る
た
め
、
台
湾
大
学
法
学
院
に
「
法
律
専
修
科
」
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
台
湾

に
移
住
し
て
き
た
中
国
大
陸
の
名
門
大
学
の
卒
業
生
た
ち
に
よ
り
、
台
湾
に
お
け
る
「
復
校
」
の
た
め
の
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
国
民
党
政
府
は
ま
ず
大
学
院
の
設
置
を
認
め
、
そ
の
後
に
学
部
を
増
設
す
る
こ
と
を
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最

初
に
復
校
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
国
民
党
の
党
員
学
校
を
そ
の
前
身
と
す
る
政
治
大
学
で
あ
り
（
一
九
五
四
年
に
台
湾
で
の
復
校
）、

（
3
）

（
4
）
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私
立
大
学
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
東
呉
大
学
が
同
じ
く
一
九
五
四
年
に
復
校
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
、
社
会
の
需
要
や
復
校
の
流
れ
に
お
さ
れ
て
、
公
立
・
私
立
の
大
学
の
数
は
次
第
に
増
加
し
て

き
た
も
の
の
、
法
学
教
育
機
関
は
八
つ
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
法
学
教
育
の
方
法
と
し
て
は
、
教
科
書
を
ベ
ー
ス
と
す
る
方

式
か
ら
テ
ー
マ
ご
と
の
研
究
と
い
う
方
式
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
法
学
教
育
は
な
お
政
治
と
の
密
接
な
関
係
に
立
た
さ
れ
て
お
り
、

法
学
教
育
を
通
じ
て
西
洋
的
な
民
主
・
自
由
の
理
念
が
広
め
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
法
学
教
育
は
い
ま
だ
に
、
国
家
公
権
力

の
擁
護
及
び
個
人
の
自
由
と
権
利
の
抑
制
の
た
め
の
思
想
的
手
段
に
堕
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

Ⅱ　

台
湾
の
法
学
教
育
の
現
状
と
特
徴

一　

戒
厳
令
の
解
除
後
に
お
け
る
法
学
教
育
の
発
展

　

一
九
八
〇
年
代
、
台
湾
で
よ
う
や
く
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
動
員
戡
乱
時
代
」
が
終
わ
り
を
告
げ
る
と
、
政
治
の
自
由

化
・
民
主
化
が
進
み
、
政
府
当
局
に
よ
る
高
等
教
育
へ
の
規
制
も
緩
和
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
法
学
部
の
数
も
大
学
の
増
加
に
と
も
な

っ
て
急
速
に
増
え
て
い
っ
た
。
各
大
学
が
相
次
い
で
法
学
部
を
設
置
し
た
原
因
と
し
て
は
、
法
律
家
に
対
す
る
社
会
の
高
い
需
要
と
い

う
点
以
外
に
も
、
法
学
部
設
置
の
コ
ス
ト
が
低
い
の
に
対
し
て
学
生
の
人
気
が
高
い
と
い
う
こ
と
や
、
法
学
部
の
設
置
は
大
学
の
声
望

を
高
め
る
一
助
に
な
る
と
い
う
要
因
な
ど
も
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
現
在
、
台
湾
で
は
三
七
の
大
学
に
お
い
て
法
学
部
ま
た
は
法
学
研

究
科
（
社
会
人
課
程
を
除
く
）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
学
生
数
は
二
〇
一
七
四
名
に
上
っ
て
い
る
。

　

法
学
教
育
の
発
展
は
、
法
学
部
の
数
量
の
大
幅
な
増
加
の
み
な
ら
ず
、
教
育
内
容
の
個
別
化
・
多
元
化
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
九
九

五
年
に
な
さ
れ
た
司
法
院
大
法
官
解
釈
第
三
八
〇
号
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
、
当
時
の
大
学
法
施
行
細
則
二
二
条
三
項
の
定
め
て

い
た
「
共
同
必
修
科
目
」
に
関
す
る
規
定
を
違
憲
と
宣
告
し
た
。「
大
学
の
課
程
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
大
学

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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法
に
明
文
の
定
め
は
な
い
が
、
こ
れ
は
直
接
に
教
育
・
学
習
の
自
由
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
学
術
に
関
す
る
重
要
な
事
項
と
認

め
ら
れ
、
大
学
の
自
治
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
…
…
大
学
に
お
け
る
必
修
科
目
を
い
か
に
定
め
る
か
は
、
法
律
に
明
文

の
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
上
述
の
大
学
の
自
治
の
原
則
に
反
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
大
学
法
は
、
教
育
部
に
対

し
て
、
各
大
学
を
集
め
て
共
同
で
必
修
科
目
を
定
め
る
こ
と
を
授
権
し
て
い
な
い
以
上
、
大
学
法
施
行
細
則
に
よ
り
大
学
法
の
定
め
て

い
な
い
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」。
こ
の
大
法
官
解
釈
に
よ
り
、
各
大
学
の
科
目
に
関
す
る
自
主
的
な
決
定
権
は
よ
り
大

き
な
も
の
と
な
り
、
大
学
の
自
治
が
一
歩
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
法
学
教
育
の
多
元
化
も
進
ん
で
い
っ
た
。

二　

法
学
教
育
の
特
徴

 

（
一
）
教
員
の
留
学
先
の
多
元
化

　

一
九
四
九
年
に
国
民
党
政
権
が
台
湾
に
移
る
と
、
国
民
党
政
権
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
は
よ
り
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
ア
メ

リ
カ
留
学
の
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
間
接
的
に
学
術
界
の
全
般
的
な
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
傾
向
が
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
、
法
学

部
教
員
は
そ
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
る
こ
と
な
く
、
法
学
部
に
お
い
て
は
、
留
学
先
の
多
元
化
と
い
う
他
の
学
部
に
比
べ
る
と
特
殊
な

現
象
が
現
れ
た
。
政
治
大
学
を
例
に
と
る
と
、
そ
の
留
学
先
は
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
台
湾
で
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
中
国
の
学
位
が
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
大
学
の
博
士

学
位
を
取
得
し
た
者
が
大
学
教
員
に
な
る
ケ
ー
ス
は
多
く
な
い
が
、
現
在
中
国
と
台
湾
の
間
の
交
流
が
密
接
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
中

国
法
の
研
究
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
将
来
台
湾
の
法
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
、
い
ま
だ
未
知
数
で
あ

る
。

（
9
）
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（
二
）「
財
経
法
学
」
の
ブ
ー
ム

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
台
湾
の
経
済
が
急
速
に
発
展
す
る
と
、
金
融
や
経
済
に
関
す
る
法
律
の
専
門
家
へ
の
ニ
ー
ズ
が
特
に
高
ま
り
、

多
く
の
大
学
に
お
い
て
「
財
経
法
学
部
」
や
「
財
経
法
コ
ー
ス
」
と
い
っ
た
も
の
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
原
大
学
が
一
九

九
一
年
に
「
財
経
法
学
部
」
を
設
置
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
り
、
金
融
・
経
済
法
の
専
門
家
を
養
成
し
て
国
家
の
経
済
・
貿
易
の

成
長
を
促
進
す
る
と
の
趣
旨
を
唱
っ
て
い
る
。
各
大
学
に
お
い
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
の
間
に
新
設
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
「
財
経
法
学
部
」
で
あ
る
。

 

（
三
）
各
法
領
域
の
分
化

　

法
学
教
育
が
重
視
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
法
学
に
つ
い
て
独
立
に
「
法
学
院
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
裏
付
け

ら
れ
る
。
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
分
類
の
影
響
に
よ
り
、
教
育
部
は
一
九
八
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
法
学
、
経
済
学
、
政
治
学
及
び

社
会
学
を
す
べ
て
法
学
院
の
下
に
設
置
し
て
い
た
。
し
か
し
、
法
学
の
研
究
方
向
が
そ
の
他
の
社
会
科
学
と
は
異
な
る
こ
と
や
、
特
に

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
独
立
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
影
響
を
受
け
て
、
最
近
で
は
多
く
の
大
学
が
法
学
部
を

独
立
し
た
法
学
院
と
し
て
設
置
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
数
は
一
三
大
学
に
上
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
法
学
内
部
の
各
領
域
の
専
門
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
分
類
も
日
ご
と
に
細
か
く
な
り
、
伝
統
的
な
公
法
・
私
法
と
い
っ

た
分
類
に
加
え
て
、
社
会
法
や
労
働
法
と
い
っ
た
第
三
の
領
域
が
生
じ
、
さ
ら
に
時
代
の
変
遷
や
科
学
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て
、
環
境

法
、
租
税
法
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
、
消
費
者
法
、
金
融
法
や
知
的
財
産
法
と
い
っ
た
多
く
の
新
た
な
領
域
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
各
大
学
で
法
学
院
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、
各
法
領
域
ご
と
に
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
各
セ
ン
タ
ー
ご
と
に
修

士
・
博
士
課
程
の
学
生
を
募
集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
四
）
大
学
院
の
積
極
的
な
変
化 （

10
）

（
11
）
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前
述
の
各
法
領
域
ご
と
の
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
以
外
に
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
法
学
の
特
定
領
域
に
特
化
し
た
大
学
院
が
設
立
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
大
学
院
と
し
て
、
例
え
ば
海
洋
大
学
が
海
事
法
に
特
化
し
た
大
学
院
と
し
て
一
九
九
一

年
に
設
立
し
た
「
海
洋
法
大
学
院
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
前
述
の
財
経
法
学
に
特
化
し
た
財
経
法
大
学
院
の
他
に
も
、

法
学
以
外
の
専
門
知
識
を
有
す
べ
き
こ
と
を
理
念
と
し
て
、
法
学
部
卒
業
生
以
外
の
学
生
が
法
学
を
学
ぶ
た
め
の
大
学
院
が
設
立
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
学
際
的
研
究
を
重
視
す
る
政
治
大
学
法
律
科
学
学
際
大
学
院
や
、
科
学
技
術
の
法
を
重
視
す
る
清
華
大
学

科
学
技
術
法
大
学
院
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
種
の
法
学
部
卒
業
生
以
外
の
学
生
が
法
学
を
学
ぶ
た
め
の
大
学
院
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
東
呉
大
学
が
一
九

九
〇
年
に
設
立
し
た
「
法
学
修
士
課
程
乙
組
」
で
あ
る
。
台
湾
で
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
学
部
卒
業
後
の
法
学
教
育
と
い
う
構
想
が
李
模

教
授
に
よ
り
多
年
に
わ
た
り
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
長
く
教
育
部
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
は
じ

め
て
教
育
部
の
支
持
が
得
ら
れ
、
東
呉
大
学
に
こ
れ
が
設
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
法
学
部
卒
業
生
以
外
の
学
生
の
た
め

の
法
学
修
士
課
程
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
教
育
目
標
は
法
律
に
関
わ
る
仕
事
に
就
く
こ
と
に
限
ら
れ

て
い
な
い
。

　

最
近
で
は
、
大
学
の
自
主
財
源
の
確
保
と
い
っ
た
要
因
や
、
政
府
が
生
涯
学
習
の
理
念
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
応

し
て
、
各
大
学
の
法
学
院
は
相
次
い
で
社
会
人
修
士
課
程
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
人
修
士
課
程
で
は
、
多
く
の
公
務
員
、
医
師

や
会
計
士
な
ど
が
法
学
を
学
び
、
学
生
は
実
務
と
理
論
を
結
び
つ
け
た
研
究
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
た
だ
、
学
生
は
皆
仕

事
が
あ
る
た
め
、
勉
強
や
研
究
に
全
力
を
注
ぐ
こ
と
は
難
し
い
。
学
生
の
勉
強
時
間
が
多
く
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
大
学
側
で
も
学

位
論
文
の
字
数
や
参
考
文
献
の
引
用
な
ど
学
位
取
得
の
た
め
の
要
件
を
緩
和
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
社
会
人
修
士
課
程
の
学
生
の
研
究

能
力
は
、
通
常
の
法
学
研
究
科
の
学
生
と
は
同
列
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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三　

法
学
教
育
と
国
家
試
験
・
法
曹
養
成
と
の
関
係

（
一
）
国
家
試
験
制
度
の
概
要

　

台
湾
に
お
い
て
、
文
官
や
専
門
資
格
の
試
験
は
、「
考
試
院
」
の
下
に
あ
る
「
考
選
部
」
に
よ
り
所
管
さ
れ
て
い
る
。
法
曹
に
な
る

た
め
の
資
格
試
験
と
し
て
は
、
日
本
の
司
法
試
験
と
は
異
な
り
、
台
湾
で
は
司
法
官
試
験
（
裁
判
官
ま
た
は
検
察
官
に
な
る
た
め
の
試

験
）
と
弁
護
士
試
験
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
公
務
員
試
験
は
本
稿
の
検
討
対
象
と
は
し
な
い
。
以
下
、
司
法
官
試
験
と
弁
護
士

試
験
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

1　

司
法
官
試
験

　
「
公
務
人
員
特
種
試
験
司
法
官
試
験
規
則
」（
以
下
、「
司
法
官
試
験
規
則
」
と
す
る
）
一
四
条
は
、
司
法
官
試
験
に
関
す
る
事
務
は

考
選
部
が
所
管
す
る
も
の
と
定
め
る
。
試
験
は
三
段
階
に
分
か
れ
、
第
一
次
及
び
第
二
次
試
験
が
筆
記
試
験
で
あ
り
、
第
三
次
試
験
が

口
述
試
験
で
あ
る
（
司
法
官
試
験
規
則
四
条
）。

　

第
一
次
試
験
の
科
目
は
二
種
類
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
「
総
合
法
学
（
一
）」
で
あ
り
、
こ
れ
は
憲
法
、
行
政
法
、
刑
法
、
刑
事
訴

訟
法
、
国
際
公
法
、
国
際
私
法
、
法
律
倫
理
か
ら
な
る
。
も
う
一
つ
は
「
総
合
法
学
（
二
）」
で
あ
り
、
こ
れ
は
民
法
、
民
事
訴
訟
法
、

会
社
法
、
保
険
法
、
手
形
・
小
切
手
法
、
海
商
法
、
証
券
取
引
法
、
法
学
英
語
か
ら
な
る
（
司
法
官
試
験
規
則
五
条
一
項
）。
方
式
は

択
一
式
で
あ
る
（
同
三
項
）。

　

第
二
次
試
験
の
科
目
は
、
⑴
憲
法
・
行
政
法
、
⑵
民
法
・
民
事
訴
訟
法
、
⑶
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
、
⑷
商
事
法
（
会
社
法
、
保
険
法
、

手
形
・
小
切
手
法
及
び
証
券
取
引
法
）、
⑸
国
語
、
の
五
科
目
で
あ
る
（
司
法
官
試
験
規
則
五
条
二
項
）。
国
語
は
択
一
式
と
論
文
式
の

両
方
を
含
む
が
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
論
文
式
試
験
で
あ
る
（
同
三
項
）。

　

第
三
次
試
験
は
集
団
式
の
口
述
試
験
で
あ
る
。
二
名
以
上
の
受
験
者
が
そ
れ
ぞ
れ
試
験
委
員
の
質
問
に
答
え
る
も
の
で
、
そ
の
態
度
、



東アジアにおける法学教育の可能性

（阪大法学）64（5-431）　1429〔2015. 1 〕

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
人
格
、
学
識
、
応
用
能
力
が
評
価
対
象
と
な
る
（
司
法
官
試
験
規
則
二
条
）。

　

第
一
次
試
験
の
合
格
者
数
は
受
験
者
数
の
三
三
％
、
第
二
次
試
験
の
合
格
者
は
採
用
定
員
数
に
一
〇
％
を
加
え
た
人
数
で
あ
り
、
最

終
的
な
合
格
者
数
は
採
用
定
員
数
に
よ
り
定
ま
る
（
司
法
官
試
験
規
則
一
一
条
）。
第
二
次
試
験
と
第
三
次
試
験
の
成
績
を
併
せ
て
最

終
成
績
が
算
出
さ
れ
、
第
一
次
試
験
の
成
績
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
（
同
一
〇
条
）。
採
用
者
は
、
さ
ら
に
修
習
を
受
け
て
合
格
し
、

公
務
員
保
障
・
養
成
委
員
会
に
よ
る
査
定
を
通
っ
て
、
は
じ
め
て
司
法
官
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
と
き
に
考
試
院
か
ら

試
験
合
格
証
書
が
発
給
さ
れ
、
司
法
院
ま
た
は
法
務
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
官
ま
た
は
検
察
官
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同

一
二
条
）。
最
近
三
年
間
の
司
法
官
試
験
合
格
者
数
は
、
二
〇
一
〇
年
一
四
六
名
、
二
〇
一
一
年
七
一
名
、
二
〇
一
二
年
七
五
名
、
二

〇
一
三
年
七
五
名
と
な
っ
て
い
る
。

2　

弁
護
士
試
験

　
「
専
門
職
業
及
び
技
術
人
員
高
等
試
験
弁
護
士
試
験
規
則
」（
以
下
、「
弁
護
士
試
験
規
則
」
と
す
る
）
二
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
弁

護
士
試
験
に
関
す
る
事
務
も
考
選
部
が
所
管
す
る
。
弁
護
士
試
験
は
、
第
一
次
と
第
二
次
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
わ
れ
（
同
三
条
）、

そ
の
科
目
は
司
法
官
試
験
と
同
様
で
あ
り
（
同
一
二
条
一
項
、
二
項
）、
択
一
式
か
論
文
式
か
と
い
う
出
題
方
式
も
同
様
で
あ
る
（
同

一
四
条
）。

　

第
一
次
試
験
の
合
格
者
数
は
受
験
者
数
の
三
三
％
、
第
二
次
試
験
の
合
格
者
数
は
第
二
次
試
験
受
験
者
数
の
三
三
％
で
あ
る
（
弁
護

士
試
験
規
則
一
九
条
）。
最
近
三
年
の
合
格
者
数
は
、
二
〇
一
〇
年
六
〇
〇
名
、
二
〇
一
一
年
九
六
三
名
、
二
〇
一
二
年
九
一
五
名
、

二
〇
一
三
年
八
九
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
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（
二
）
国
家
試
験
と
法
学
教
育
と
の
関
連

1　

学
生
の
目
標
＝
国
家
試
験
合
格

　
「
法
学
部
卒
業
生
は
司
法
官
ま
た
は
弁
護
士
に
な
る
も
の
」
と
い
う
の
が
、
台
湾
社
会
の
法
学
部
卒
業
生
に
対
す
る
一
般
的
認
識
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
学
部
の
学
生
も
国
家
試
験
に
受
か
る
こ
と
を
主
な
目
標
、
ひ
い
て
は
唯
一
の
目
標
に
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
四
八
一
名
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
う
ち
、
国
家
試
験
を
受
け

る
予
定
の
者
は
一
〇
〇
〇
名
、
全
体
の
約
六
八
％
を
占
め
、
国
家
試
験
が
法
学
部
生
の
重
要
な
目
標
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
法
学
部
に
対
す
る
誤
っ
た
固
定
観
念
に
よ
り
、
国
家
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
者
が
法
学
部
生
の
多
数

を
占
め
る
こ
と
と
な
り
、
法
を
学
ぶ
者
の
発
展
の
可
能
性
を
制
限
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
教
育
資
源
の
浪
費
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

2　

法
学
部
必
修
科
目
に
対
す
る
国
家
試
験
科
目
の
影
響

　

各
大
学
法
学
部
の
定
め
る
必
修
科
目
と
、
司
法
官
・
弁
護
士
試
験
の
試
験
科
目
と
の
一
致
率
は
約
九
〇
％
に
達
し
て
お
り
、
民
法
、

刑
法
、
行
政
法
、
民
事
訴
訟
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
商
事
法
、
強
制
執
行
法
及
び
国
際
私
法
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
弁
護

士
試
験
規
則
五
条
二
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
法
学
部
卒
業
生
で
は
な
く
と
も
、
法
律
科
目
を
二
〇
単
位
以
上
履
修
し
た
者
は
受
験
資
格

を
認
め
ら
れ
る
が
、
民
法
、
刑
法
、
民
事
訴
訟
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
を
履
修
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
法
学
部
は
法
曹

試
験
に
受
か
る
た
め
に
存
在
し
て
お
り
、
法
学
教
育
と
は
法
曹
教
育
の
「
職
前
訓
練
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
。

（
三
）
法
曹
訓
練

1　

司
法
官
修
習
の
概
要

　

司
法
官
試
験
の
合
格
者
の
修
習
事
務
を
所
管
す
る
の
は
、
法
務
部
で
あ
る
（
法
務
部
司
法
官
学
院
組
織
法
一
条
）。
司
法
院
は
、
考

試
院
及
び
行
政
院
と
共
同
で
司
法
官
訓
練
委
員
会
を
設
け
、
そ
の
修
習
の
方
針
、
計
画
そ
の
他
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
定
め
、
司
法
官

（
12
）
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学
院
が
こ
れ
を
執
行
す
る
（
同
法
二
条
二
項
）。
司
法
官
修
習
の
期
間
は
一
年
半
か
ら
二
年
で
あ
り
、
四
段
階
に
分
け
て
実
施
さ
れ
る
。

第
一
段
階
は
司
法
官
学
院
に
お
け
る
基
礎
講
習
課
程
で
あ
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
行
政
機
関
そ
の
他
の
団
体
に
お
い
て
行
政
事
務
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
学
ぶ
。
第
二
段
階
は
、
司
法
官
学
院
に
お
い
て
各
種
の
課
程
の
講
義
や
演
習
に
参
加
し
、
研
究
や
模
擬
裁
判
を
行
う
。

第
三
段
階
で
は
、
裁
判
所
、
検
察
署
な
ど
に
配
属
さ
れ
て
裁
判
や
検
察
な
ど
の
事
務
を
学
ぶ
。
第
四
段
階
で
は
、
司
法
官
学
院
に
お
い

て
模
擬
裁
判
の
テ
ス
ト
、
実
務
の
総
合
検
討
や
分
科
教
育
等
を
行
う
（
司
法
官
修
習
規
則
一
〇
条
一
項
）。

　

司
法
官
の
養
成
課
程
は
三
種
に
分
か
れ
る
（
同
規
則
一
二
条
一
項
）。
⑴
法
律
課
程
：
裁
判
や
検
察
に
か
か
る
事
務
を
主
と
す
る

「
実
務
課
程
」、
及
び
最
新
の
法
理
論
や
判
例
解
釈
の
研
修
を
主
と
す
る
「
理
論
課
程
」
か
ら
な
る
。
⑵
補
助
課
程
：
司
法
に
関
連
す

る
学
科
を
学
ぶ
の
を
主
と
す
る
。
⑶
一
般
課
程
：
主
に
司
法
倫
理
な
ど
に
関
す
る
科
目
を
学
ぶ
。
司
法
実
務
、
人
文
教
養
、
人
権
、
司

法
環
境
と
倫
理
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
司
法
の
使
命
や
司
法
改
革
な
ど
の
七
つ
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
、「
紛
争
の
分
析
・
解
決

能
力
」、「
体
系
的
・
批
判
的
な
読
解
能
力
」、「
書
類
分
析
及
び
応
用
の
能
力
」
及
び
「
公
益
サ
ー
ビ
ス
、
市
民
の
た
め
の
司
法
や
司
法

の
使
命
感
」
と
い
っ
た
能
力
な
ど
を
培
う
。
ケ
ー
ス
教
育
、
講
演
、
討
論
、
グ
ル
ー
プ
学
習
や
模
擬
裁
判
な
ど
の
方
式
に
よ
り
行
わ
れ

る
。

2　

司
法
官
修
習
の
問
題
点

　

司
法
官
の
修
習
過
程
は
、
科
目
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
台
湾
で
は
環
境
ア

セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
紛
争
が
頻
発
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
法
の
講
義
は
三
時
間
し
か
な
い
な
ど
、
多
く
の
科
目
は
さ
わ

り
を
学
ぶ
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
、
受
講
者
が
す
で
に
十
分
な
法
知
識
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
講

義
を
繰
り
返
す
必
要
は
な
く
、
最
新
の
問
題
を
テ
ー
マ
ご
と
に
学
べ
ば
よ
い
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
個
別
の
テ
ー

マ
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
講
義
時
間
の
形
式
を
整
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
深
い
検
討
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ

（
13
）

（
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）
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れ
る
。

　

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、
受
講
者
に
対
す
る
古
色
蒼
然
た
る
い
わ
ゆ
る
「
管
理
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
法
務
部
司
法
官

学
院
受
講
者
学
習
実
施
要
点
」
一
〇
の
一
に
は
、
担
任
教
員
は
「
受
講
者
の
学
習
上
の
困
難
の
解
決
及
び
そ
の
情
緒
の
安
定
を
助
け

る
」
と
定
め
ら
れ
、
当
該
一
七
に
は
「
受
講
者
は
毎
週
、
学
ん
だ
事
務
や
感
想
を
記
し
た
週
記
を
書
き
、
指
導
に
あ
た
る
裁
判
官
、
検

察
官
、
担
任
教
員
及
び
裁
判
所
・
検
察
署
の
長
が
こ
れ
を
閲
読
し
た
後
、
本
学
院
（
学
務
係
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
管
理
の
下
で
、
平
均
年
齢
三
〇
歳
に
も
な
る
受
講
者
は
、
小
中
学
生
の
よ
う

に
す
べ
て
行
き
届
い
た
「
お
世
話
」
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
修
習
が
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
教
育
す
る
道
具
と
堕
し
て
し

ま
わ
な
い
か
と
の
疑
問
が
呈
さ
れ
る
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

3　

弁
護
士
修
習
の
概
要

　

弁
護
士
法
七
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
弁
護
士
は
修
習
を
終
え
て
か
ら
は
じ
め
て
各
裁
判
所
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ

る
。
弁
護
士
は
試
験
合
格
後
、
弁
護
士
修
習
を
受
け
て
こ
れ
に
合
格
し
て
、
は
じ
め
て
弁
護
士
と
し
て
登
録
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
弁
護
士
修
習
は
、
法
務
部
の
委
託
に
よ
り
、
法
務
部
司
法
官
学
院
ま
た
は
中
華
民
国
弁
護
士
組
合
全
国
連
合
会
（
以
下
、

「
全
連
会
」
と
す
る
）
が
実
施
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
（
弁
護
士
職
前
訓
練
規
則
四
条
）、
現
在
は
全
連
会
に
よ
り
実
施
さ

れ
て
い
る
。

　

弁
護
士
修
習
は
、
基
礎
訓
練
と
実
務
訓
練
に
分
か
れ
、
期
間
は
六
ヶ
月
で
あ
る
。
第
一
段
階
で
は
、
弁
護
士
会
に
お
い
て
一
ヶ
月
の

基
礎
訓
練
を
受
け
、
第
二
段
階
で
は
、
弁
護
士
事
務
所
ま
た
は
財
団
法
人
法
律
扶
助
基
金
会
に
お
い
て
五
ヶ
月
の
実
務
訓
練
を
受
け
る

（
同
規
則
五
条
）。
全
連
会
は
、
各
弁
護
士
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
修
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
法
務
部
に

届
け
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
規
則
六
条
）。
修
習
を
受
け
る
者
は
、
修
習
を
受
け
る
前
に
自
ら
指
導
に
あ
た
る
弁

（
15
）
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護
士
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
困
難
な
者
は
全
連
会
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
全
連
会
が
推
薦
す
る
弁
護
士
の

下
で
実
務
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
規
則
九
条
一
項
、
二
項
）。

4　

弁
護
士
修
習
の
問
題
点

　

弁
護
士
修
習
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
の
問
題
は
修
習
期
間
が
短
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
弁
護
士
と
司
法
官
の
仕
事
の
性
質
が
異
な
る

以
上
、
修
習
内
容
も
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
官
修
習
の
期
間
が
二
年
の
長
き
に
わ
た
る
の

に
対
し
て
、
弁
護
士
修
習
は
た
っ
た
六
ヶ
月
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
両
者
の
具
備
す
べ
き
専
門
性
の
差
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
隔

た
っ
た
も
の
だ
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
実
務
訓
練
の
段
階
に
お
い
て
、
指
導
に
あ
た
る
弁
護
士
に
よ
り
行
わ
れ
る
訓
練
の
質
を
担
保
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な

い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
指
導
弁
護
士
の
資
格
に
つ
い
て
は
、「
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
ま
た
は
弁
護
士
法
第
三
条
第
二

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
、
訓
戒
ま
た
は
職
務
停
止
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
」

（
同
規
則
九
条
三
項
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
人
の
弁
護
士
が
指
導
す
る
者
は
三
人
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
規
則
一
〇

条
）、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
他
の
監
督
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
指
導
弁
護
士
は
ど
こ
か
ら
も
指
導

の
報
酬
を
受
け
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
修
習
を
受
け
る
者
が
低
廉
な
給
料
で
た
だ
雑
務
を
処
理
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
両
者
の
間
の
関
係
が
、
実
の
あ
る
実
務
修
習
を
行
う
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
「
雇
用
関
係
」
に
堕
し
て

し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
に
弁
護
士
試
験
の
合
格
率
が
改
め
ら
れ
、
全
体
の
合
格
率
が
八
％
か
ら
一
〇
・
八
九
％
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ

た
た
め
、
毎
年
の
合
格
者
は
大
体
八
〇
〇
─
一
〇
〇
〇
人
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
弁
護
士
試
験
の
合
格
者
数
が
増
え
て
い
る
状
況
の
下

で
、
指
導
弁
護
士
が
指
導
す
る
こ
と
の
で
き
る
見
習
い
弁
護
士
は
三
人
ま
で
に
限
ら
れ
、
し
か
も
何
ら
の
報
酬
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
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う
の
で
は
、
指
導
弁
護
士
が
指
導
に
あ
た
る
意
欲
を
高
め
る
よ
う
な
何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
を
設
け
な
い
限
り
、「
さ
す
ら
い
見
習
い
弁

護
士
」
を
生
む
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
指
導
弁
護
士
の
人
数
が
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
指
導
で
き
る
専
門
分
野
が
十
分
に
広
く
行

き
渡
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
の
指
導
弁
護
士
の
名
簿
に
よ
れ
ば
、
五
六
名
の
指
導
弁
護
士
の
う

ち
税
法
を
専
門
と
す
る
者
は
二
名
し
か
お
ら
ず
、
こ
れ
で
修
習
生
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
の
残
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

Ⅲ　

法
学
教
育
の
問
題
と
改
革
─
行
政
法
教
育
を
兼
ね
て

一　

法
学
教
育
の
問
題
点

 

（
一
）
法
学
教
育
の
全
体
的
問
題

1　

社
会
の
法
治
化
の
軽
視

　

台
湾
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
法
知
識
の
教
育
を
怠
っ
て
き
て
お
り
、
小
中
学
校
で
は
法
律
に
つ
い
て
の
教
育
が
ほ

と
ん
ど
な
い
の
み
な
ら
ず
、
公
民
の
授
業
で
教
え
ら
れ
る
の
も
多
く
は
法
律
の
条
文
に
す
ぎ
な
い
。
大
学
に
お
い
て
も
、
法
学
に
関
す

る
学
部
で
な
い
限
り
、
台
湾
の
法
律
を
学
ぶ
機
会
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
人
は
日
常
生
活
に
お
い
て
法
律
知
識

に
触
れ
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
と
え
法
学
部
生
で
あ
っ
て
も
、
入
学
し
た
ば
か
り
の
と
き
は
法
律
の
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

台
湾
で
は
全
体
的
に
い
っ
て
、
法
律
家
を
除
い
て
、
社
会
の
法
治
化
の
程
度
は
高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

2　

外
国
法
制
の
継
受
の
後
遺
症

　

台
湾
の
法
学
部
の
講
義
に
お
い
て
、
台
湾
の
法
制
度
を
説
明
す
る
と
き
、
往
々
に
し
て
外
国
の
法
体
系
や
法
制
度
の
紹
介
、
特
に
台

湾
が
継
受
し
た
ド
イ
ツ
法
、
日
本
法
や
ア
メ
リ
カ
法
の
そ
れ
が
一
緒
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
外
国
で
学
位
を
取
得
し
て
帰
っ
て

（
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）
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き
た
ば
か
り
の
若
い
教
員
は
、
台
湾
法
の
知
識
が
十
分
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
講
義
の
重
点
を
外
国
の

法
理
論
に
お
く
者
す
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
講
義
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
雑
誌
論
文
や
学
位
論
文
に
お
い
て

も
、
台
湾
の
法
律
問
題
を
主
題
に
し
て
い
る
の
に
、
多
く
の
外
国
文
献
を
引
用
し
た
り
外
国
法
制
を
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ

る
。
教
科
書
も
同
様
で
あ
り
、
条
文
の
引
用
、
ケ
ー
ス
の
紹
介
に
至
る
ま
で
す
べ
て
外
国
の
資
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
中
国

語
で
書
か
れ
た
外
国
行
政
法
の
教
科
書
の
ご
と
き
も
の
も
あ
る
。

　

確
か
に
、
法
律
の
継
受
国
と
し
て
、
外
国
理
論
の
発
展
に
注
意
を
傾
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
法
学
を
学
ぶ
過
程
に
お
い
て
比
較

法
を
学
ぶ
こ
と
も
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
法
学
部
生
も
入
学
時
に
は
た
い
し
た
法
知
識
が
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
生

活
の
経
験
に
も
欠
け
て
い
る
。
法
学
の
高
度
に
抽
象
的
な
専
門
用
語
に
囲
ま
れ
て
、
自
国
の
法
律
を
理
解
す
る
の
す
ら
容
易
で
は
な
い

の
に
、
外
国
法
を
理
解
し
そ
の
優
劣
を
判
断
す
る
こ
と
な
ど
果
た
し
て
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

3　

国
家
試
験
の
教
育
及
び
学
習
に
対
す
る
影
響

　

例
え
ば
政
治
大
学
法
学
部
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
コ
ー
ス
を
設
け
て
、
学
生
が
履
修
科
目
を
選
択
す
る
上
で
の
選
択
の
幅
を
広

げ
て
い
る
。
も
し
行
政
法
に
興
味
が
あ
れ
ば
、
刑
法
を
履
修
し
な
く
て
も
よ
く
、
必
要
単
位
数
を
満
た
せ
ば
そ
れ
で
卒
業
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
、
国
家
試
験
を
受
験
す
る
と
い
う
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
の
で
、
履
修
者
の
数
は
国
家
試
験
の
科
目
に
集
中
し
、
そ

の
他
の
科
目
の
履
修
者
数
は
極
め
て
少
な
く
、
学
生
は
自
己
の
発
展
可
能
性
を
自
ら
制
限
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
が
ま
た
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
を
国
家
試
験
科
目
中
心
に
さ
せ
て
い
る
。

　

各
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
た
当
初
に
は
、
そ
の
特
化
さ
れ
た
専
門
分
野
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
卒
業
後
の
進
路
や
国
家
試

験
は
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ス
の
設
計
に
合
わ
せ
て
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
の
法
律
家
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
司
法
的
な
機
能

に
集
中
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
台
湾
社
会
の
法
律
専
門
知
識
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
画
一
性
は
、
各
コ
ー
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
大

（
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き
な
影
響
を
与
え
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
コ
ー
ス
分
け
も
学
部
の
規
模
を
拡
大
す
る
と
い
う
効
用
を
も
た
ら
す

こ
と
し
か
で
き
な
い
。
財
経
法
学
部
の
新
設
も
、
法
学
部
が
飽
和
状
態
に
あ
る
こ
と
の
代
替
的
な
解
決
策
に
す
ぎ
ず
、
金
融
・
経
済
に

関
す
る
専
門
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
伝
統
的
な
法
学
部
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。

　

法
学
部
教
育
の
み
が
国
家
試
験
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
学
院
も
ま
た
そ
れ
を
受
け
て
い
る
。
多
く
の
学
生
は
、
大

学
院
の
入
学
試
験
を
国
家
試
験
の
模
擬
試
験
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
学
問
的
研
究
に
真
に
興
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特

に
、
台
湾
は
徴
兵
制
を
採
用
し
て
お
り
、
男
子
は
一
定
期
間
の
兵
役
に
服
す
る
義
務
が
あ
る
の
で
、
男
子
学
生
は
国
家
試
験
へ
の
準
備

が
兵
役
に
よ
り
中
断
し
て
し
ま
う
の
を
嫌
が
っ
て
、
入
隊
の
時
期
を
後
に
ず
ら
す
た
め
に
大
学
院
に
入
学
し
た
り
す
る
。
そ
の
た
め
、

大
学
院
に
入
っ
て
も
、
国
家
試
験
に
受
か
る
ま
で
は
精
力
を
そ
ち
ら
に
傾
け
て
お
り
、
国
家
試
験
科
目
以
外
の
科
目
の
履
修
を
避
け
る

と
と
も
に
、
大
学
院
の
授
業
を
欠
席
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ
り
、
学
問
的
研
究
へ
の
志
な
ど
は
ち
っ
と
も
見
ら
れ
な
い
。

4　

国
家
試
験
そ
の
も
の
の
問
題
点

⑴
国
家
試
験
の
合
格
率
の
低
さ

　

国
家
試
験
の
最
大
の
問
題
は
合
格
率
の
低
さ
で
あ
り
、
こ
れ
が
法
学
部
生
を
も
っ
て
あ
た
か
も
監
獄
に
い
る
よ
う
な
状
態
に
さ
せ
て

い
る
。
特
に
独
特
な
の
は
、
統
計
上
の
数
字
が
試
験
を
全
部
受
け
た
者
を
母
数
に
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
国
際
比
較
を
す

る
場
合
に
は
問
題
が
生
ず
る
。
二
〇
一
三
年
を
例
に
と
る
と
、
司
法
官
試
験
の
受
験
申
込
者
数
は
七
三
六
七
名
、
実
際
に
試
験
を
受
け

た
人
数
は
六
三
八
六
名
、
採
用
人
数
は
七
五
名
で
あ
り
、
採
用
率
は
一
・
〇
一
％
で
あ
る
。
弁
護
士
試
験
に
つ
い
て
は
、
受
験
申
込
者

数
が
一
〇
二
〇
〇
名
、
実
際
に
試
験
を
受
け
た
人
数
は
八
五
九
五
名
、
合
格
者
数
は
八
九
二
名
で
あ
り
、
合
格
率
は
八
・
七
四
％
で
あ

る
。
法
学
部
の
卒
業
生
の
一
割
程
度
し
か
国
家
試
験
に
受
か
ら
な
い
た
め
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
受
験
す
る
者
も
多
く
、
ト
ッ
プ
ク
ラ

（
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ス
に
属
す
る
政
治
大
学
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
な
合
格
率
は
三
三
％
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
合
格
率
が
低
い
た
め
、
学
生
は
予
備

校
に
通
う
の
に
熱
心
で
あ
り
、
国
家
試
験
科
目
以
外
の
科
目
に
は
興
味
も
示
さ
ず
、「
法
律
家
」
と
し
て
備
え
る
べ
き
素
質
が
軽
視
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
台
湾
は
西
洋
の
法
制
度
を
継
受
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
国
家
試
験
制
度
と
そ
の
合
格
率
が
西
洋
諸
国
と
こ
ん
な
に
も
異
な

り
、
司
法
官
や
弁
護
士
の
人
数
を
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
か
、
と
の
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
戒
厳
令
が

出
さ
れ
て
い
た
時
期
、
政
府
当
局
が
法
治
化
を
進
め
る
こ
と
を
全
く
欲
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
法
学
部
の
設
立
や
司
法
官
・
弁
護
士
の

人
数
を
厳
格
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
三
〇
年
近
く

が
す
ぎ
て
お
り
、
合
格
率
を
低
い
ま
ま
に
し
て
お
く
合
理
的
な
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
弁
護
士
は
司
法
官
と
異
な
っ
て

そ
の
ニ
ー
ズ
に
制
限
は
な
い
の
だ
か
ら
、
先
に
合
格
率
を
引
き
上
げ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
大
学
に
お
い
て
、

法
学
部
は
文
系
学
部
の
中
で
最
も
人
気
の
高
い
学
部
で
あ
り
、
学
生
は
優
秀
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
九
〇
％
も
の
学
生
が
国
家
試
験
に

受
か
る
こ
と
が
で
き
ず
、
台
湾
大
学
や
政
治
大
学
な
ど
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
法
学
部
卒
業
生
で
も
二
分
の
一
は
何
度
受
験
し
て
も
合
格

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
、
法
学
教
育
が
台
湾
に
根
付
い
て
い
る
と
自
負
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
を
台
湾
の
法
学
教
育

の
失
敗
と
評
す
る
論
者
も
い
る
所
以
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
弁
護
士
試
験
を
資
格
試
験
と
捉
え
て
合
格
率
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
国
家
試
験
か
ら
学
生
を
解
放
し
、
必
修
科

目
の
多
元
化
や
国
家
試
験
の
受
験
回
数
の
制
限
な
ど
の
改
革
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
者
も
あ
る
。
ま
た
、
地
方
自
治
体

に
お
け
る
調
停
委
員
や
消
費
者
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
紛
争
処
理
員
な
ど
を
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
な
ど
、
弁
護
士
の
就
職

の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ
る
べ
き
と
か
、
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
者
は
小
中
学
校
の
法
律
の
授
業
を
教
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
て
法
律
教
育
の
根
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
に
公
務
員
試
験
法
が
改

（
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正
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
か
ら
「
公
職
弁
護
士
」
の
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
政
機
関
が
正
確
に
法
令
を
適

用
で
き
る
よ
う
協
力
し
、
同
時
に
弁
護
士
過
剰
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
首
肯
で
き
る
。

⑵
国
家
試
験
科
目
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
と
の
乖
離

　

こ
こ
二
〇
年
あ
ま
り
の
間
、
台
湾
に
お
い
て
は
各
種
の
法
制
度
が
活
発
に
発
展
し
、
社
会
法
、
環
境
保
護
法
、
労
働
法
、
公
正
取
引

法
、
消
費
者
保
護
法
や
知
的
財
産
法
な
ど
多
く
の
領
域
に
お
い
て
、
法
規
の
新
た
な
制
定
や
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
国
家
試
験
の
科
目
に
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
試
験
が
社
会
に
お
け
る
法
制
の
大
き
な
変
化
を
無
視
し

て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
よ
り
多
元
的
な
科
目
の
選
択
肢
を
提
供
す
る
た
め
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
革
を
試
み

て
い
る
大
学
も
若
干
あ
る
が
、
国
家
試
験
の
科
目
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
な
い
た
め
に
、
必
修
科
目
に
つ
い
て
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
家
試
験
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
人
材
は
、
新
た
な
法
制
度
を
十
分
に
掌
握
し
て
い

な
い
た
め
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

5　

社
会
の
変
化
に
対
す
る
反
応
の
鈍
さ

　

正
規
の
法
学
教
育
シ
ス
テ
ム
は
社
会
の
変
化
に
対
す
る
反
応
が
鈍
く
、
財
経
法
学
部
が
設
立
さ
れ
た
り
、
公
法
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

強
化
さ
れ
た
り
、
学
士
後
法
学
教
育
や
科
学
技
術
法
大
学
院
が
設
立
さ
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
の
、
必
修
科
目
の
主
な
構
造
は
何
ら
変

化
し
て
お
ら
ず
、
国
家
試
験
科
目
も
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
学
士
後
法
学
教
育
は
現
行
の
法
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育
を
全
面
的
に

移
植
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
学
生
の
出
身
が
異
な
る
だ
け
で
、
最
終
的
に
は
二
つ
の
分
野
の
専
門
教
育
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
法
学

士
を
養
成
し
よ
う
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
考
選
部
は
こ
の
点
を
重
視
し
て
、
二
〇
一
五
年
か
ら
第
二
次
試
験
の
科
目
と
し
て
「
知
的
財

産
法
」、「
労
働
法
・
社
会
法
」、「
租
税
法
」、「
海
商
法
・
海
洋
法
」
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た

だ
、
司
法
官
試
験
に
つ
い
て
は
変
化
は
な
く
、
旧
態
依
然
で
あ
る
。
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（
二
）
行
政
法
学
教
育
の
問
題
点

　

行
政
法
学
教
育
の
地
位
は
一
概
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
定
法
の
各
分
野
の
構
造
か
ら
見
れ
ば
、「
公
法
と
私
法
」
の
対
立

や
、「
民
法
・
刑
法
と
行
政
法
」
の
区
別
な
ど
、
行
政
法
は
実
定
法
の
各
分
野
の
構
造
の
上
で
、
確
か
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
行
政
法
、
民
事
法
と
刑
事
法
の
三
者
は
、
現
行
実
定
法
の
中
の
三
大
分
野
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

行
政
法
の
歴
史
は
一
〇
〇
年
あ
ま
り
に
限
ら
れ
て
お
り
、
民
法
や
刑
法
に
比
べ
る
と
、
比
較
的
新
し
い
法
分
野
で
あ
る
。
行
政
法
学
教

育
の
問
題
を
論
ず
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
特
徴
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

1　

行
政
法
の
特
徴

　

行
政
法
の
そ
の
他
の
法
分
野
と
異
な
る
特
徴
は
、
行
政
法
学
教
育
上
の
特
殊
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
学
生
の

学
習
も
容
易
で
は
な
い
。
行
政
法
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑴
内
容
の
概
観
が
難
し
い
こ
と

　
「
行
政
」
概
念
は
定
義
で
き
ず
た
だ
描
写
で
き
る
の
み
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
法
に
含
ま
れ
る
内
容
を
挙
げ
尽
く
す
こ

と
は
難
し
い
。
民
法
・
刑
法
な
ど
に
お
い
て
は
法
典
の
規
定
が
比
較
的
完
備
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
行
政
法
の
一
般
的
規
定
は
雑
多

か
つ
分
散
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
個
別
的
な
行
政
法
規
や
行
政
機
関
の
内
部
規
範
な
ど
が
存
す
る
た
め
、
こ
れ

を
個
別
に
教
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
民
法
や
刑
法
に
比
べ
て
、
行
政
法
は
比
較
的
新
し
い
分
野
で
あ
る
た
め
、
い
ま
だ
未
成
熟

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
絶
え
ず
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
、
学
習
の
難
度
を
上
げ
て
い
る
。

⑵
そ
の
他
の
法
分
野
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と

　

行
政
法
上
の
多
く
の
概
念
は
、
民
法
や
そ
の
他
の
法
領
域
の
概
念
を
基
礎
と
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
法
律
行
為
、
法
人
、
権
利
能
力
、

行
為
能
力
、
附
款
、
不
当
利
得
、
事
務
管
理
な
ど
）。
そ
の
た
め
、
民
法
や
そ
の
他
の
法
分
野
の
基
礎
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
、

（
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行
政
法
の
学
習
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。

⑶
原
理
や
原
則
に
基
づ
き
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と

　

行
政
法
規
の
適
用
は
伝
統
的
な
三
段
論
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
行
為
が
行
政
法
の
原
理
や
原
則
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か

を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
原
理
や
原
則
の
多
く
は
抽
象
的
か
つ
不
確
定
な
法
律
概
念
で
あ
り
、
実
際
の
ケ
ー
ス
を
合

わ
せ
て
教
育
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
学
説
理
論
や
原
理
・
原
則
の
紹
介
を
し
て
い
る
の
み
で
は
、
学
生
の
理
解
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。

2　

改
善
す
べ
き
点

　

ま
ず
、
行
政
法
の
法
典
は
、
民
法
や
刑
法
と
は
異
な
り
、
実
体
法
と
手
続
法
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
体
法
と
手
続
法
が
交

錯
し
た
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
行
政
法
学
の
内
容
も
、
行
政
処
分
の
作
成
手
続
、
行
政
義
務
の
履
行
確
保
手
続
及
び
行
政
救
済
手
続

の
三
つ
の
手
続
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
教
育
上
で
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
実
体
法
と
手
続
法
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

　

次
に
、
行
政
法
規
の
数
は
莫
大
で
あ
り
、
そ
の
改
正
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
た
め
、
台
湾
で
現
在
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
時
間
で
は
、

行
政
法
総
論
だ
け
を
講
義
し
終
え
る
の
さ
え
難
し
く
、
個
別
の
行
政
法
規
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
別
的
な
行

政
法
規
の
内
容
自
体
を
教
え
る
よ
り
も
、
資
料
を
探
す
能
力
や
紛
争
解
決
能
力
を
養
う
方
が
よ
い
。

　

さ
ら
に
、「
行
政
法
学
」
の
任
務
は
、
各
種
の
行
政
組
織
や
行
政
作
用
の
法
現
象
に
共
通
に
存
在
す
る
（
ま
た
は
存
在
す
べ
き
）
法

制
度
や
法
理
論
を
分
析
・
探
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
釈
論
や
立
法
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
。
行
政
法
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、

各
種
の
個
別
法
の
研
究
以
外
に
も
、
判
例
研
究
、
比
較
法
研
究
、
行
政
実
務
の
研
究
や
学
際
的
研
究
な
ど
、
す
べ
て
そ
の
重
要
性
が
認

め
ら
れ
る
。

（
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二　

法
学
教
育
の
改
革
に
つ
い
て

 
（
一
）
改
革
に
関
す
る
議
論

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
台
湾
で
は
法
学
教
育
に
関
す
る
議
論
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
重
要
な
議
論
と
し
て
は
、

次
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
二
〇
〇
五
年
に
行
政
院
経
済
建
設
委
員
会
が
台
湾
の
専
門
人
材
の
養
成
に
関
す
る
意

見
を
提
出
し
て
お
り
、
高
等
教
育
は
専
門
的
学
部
の
方
向
へ
と
発
展
し
て
い
く
べ
き
と
の
見
解
を
示
し
、
教
育
部
高
教
司
は
こ
れ
を
法

律
、
経
営
及
び
建
築
の
三
つ
の
分
野
で
試
行
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
教
育
部
が
研
究
者
に
委
託
し
て
作
成
し
た
「
全
国
法

学
教
育
改
革
白
書
」
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
総
統
府
人
権
諮
問
委
員
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
が
法
学
教
育
改
革
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
第
三
に
、
人
権
諮
問
委
員
会
に
設
置
さ
れ
た
「
法
律
家
養
成
制
度
変
革
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
法
学
部
の
学
生
募
集

を
停
止
し
て
専
門
的
な
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
改
め
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
法
学
教
育
を
所
管
す

る
機
関
で
は
な
い
が
、
教
育
部
高
教
司
が
こ
れ
に
協
調
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
た
め
、
部
分
的
な
影
響
を
生
ず
る
に
至
っ
て
い
る
。

 

（
二
）
全
国
法
学
教
育
改
革
白
書
の
意
見

　

最
近
は
法
学
教
育
に
関
す
る
各
種
の
意
見
が
後
を
絶
た
な
い
が
、
実
際
に
実
行
さ
れ
影
響
力
を
有
す
る
も
の
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二

月
九
日
に
教
育
部
及
び
台
湾
大
学
法
学
院
が
提
出
し
た
「
全
国
法
学
教
育
改
革
白
書
」
の
み
で
あ
る
。
そ
の
一
応
の
結
論
は
二
〇
項
に

わ
た
る
が
、
比
較
的
議
論
の
あ
る
も
の
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
⑴
三
年
間
の
専
門
的
法
学
教
育
を
導
入
し
て
、
そ
の
卒
業

者
の
み
が
司
法
官
試
験
・
弁
護
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
⑵
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
者
に
は
法
学
修
士

の
学
位
を
与
え
る
こ
と
、
⑶
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
者
が
受
験
す
る
弁
護
士
試
験
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
一
定
の
合
格
率
を
設

け
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

（
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（
三
）
ア
メ
リ
カ
式
法
学
教
育
へ
の
転
換
に
対
す
る
批
判

　

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
導
入
を
目
指
す
改
革
は
、
既
存
の
法
学
部
・
大
学
院
法
学
研
究
科
と
そ
の
デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
廃
止
す
る

た
め
の
実
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
式
の
法
学
教
育
が
台
湾
の
そ
れ
よ
り
優
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス

な
ど
の
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
モ
デ
ル
の
法
学
教
育
を
参
考
に
す
る
必
要
が
な
い
の
か
、
こ
れ
ら
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
当
該
改
革
意
見
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
法
学
教
育
は
訴
訟
の
訓
練
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
試
験
科
目
も
変
わ

ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
改
革
の
新
し
い
と
こ
ろ
が
ど
こ
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
法
学
教
育
が
訴
訟
の
訓
練
に
限
ら
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
法
学
教
育
は
袋
小
路
に
迷
い
込
む
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
は
、
主
に
司
法
官
で
は
な
く
弁
護
士
を
養
成
す
る
た
め
の
も
の
で
、
多
様
な
思
考
能
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
標
準
的
な
答
案
を
学
ぶ
こ
と
よ
り
も
、
あ
る
法
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
思
考
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ

る
。
台
湾
の
法
学
教
育
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
司
法
的
な
訴
訟
の
モ
デ
ル
を
主
に
し
て
、
正
確
な
答
え
を
探
し
て
判
決
す
る
こ
と
を

重
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
教
育
の
基
調
に
す
る
限
り
、
教
育
方
法
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
方
式
を
と
っ
た
と

し
て
も
、
益
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
三
月
、
呂
秀
蓮
副
総
統
（
当
時
）
を
召
集
者
と
す
る
「
法
律
家
養
成
制
度
改
革
推
進
班
」
は
、
十
分
な
議
論
を
尽
く
し

て
各
界
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
、
三
年
内
に
台
湾
の
法
学
教
育
体
制
を
徹
底
的
に
改
造
し
て
、
ア
メ
リ
カ
式
の
法
学

教
育
を
導
入
す
る
べ
き
と
し
た
。
こ
う
し
た
乱
暴
な
改
革
の
試
み
は
台
湾
の
二
〇
あ
ま
り
の
大
学
の
法
学
院
の
全
面
的
な
反
対
に
遭
い
、

結
局
二
〇
〇
七
年
六
月
に
、
陳
水
扁
総
統
（
当
時
）
は
こ
の
改
革
の
停
止
を
発
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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三　

法
学
教
育
改
革
の
検
討

 
（
一
）
法
律
家
像
の
確
立

　

法
学
教
育
の
改
革
を
目
指
す
多
く
の
論
者
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
、
国
家
試
験
制
度
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
計
、
教
育
方
法
及

び
募
集
す
る
学
生
な
ど
の
技
術
的
側
面
に
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
学
教
育
に
よ
り
養
成
さ
れ
る
法
律
家
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
法
律
家
像
は
、
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
法
学
教
育
に
よ
り
養
成
す
べ
き
な
の
は
研
究
者
な
の
か
実
務
家
な

の
か
、
と
い
う
点
は
、
法
学
教
育
の
核
心
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
法
学
部
に
対
す
る
誤
解
に
よ
り
、
多
く
の
人
は
法
学
部
の
学

生
は
司
法
官
や
弁
護
士
に
し
か
な
れ
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
法
学
に
興
味
は
あ
る
が
法
曹
に
な
る
気
は
な
い
と
い
う
多
く
の
人
に
二
の

足
を
踏
ま
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
台
湾
は
法
継
受
の
国
で
あ
り
、
現
行
の
法
律
の
改
善
の
た
め
に
は
な
お
他
国
を
参
考
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
以
上
、
比
較
法
研
究
を
行
う
人
材
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

法
学
教
育
の
定
位
の
問
題
ま
で
視
野
に
収
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
改
革
も
結
局
は
木
を
見
て
森
を
見
ざ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

法
学
教
育
は
法
曹
教
育
に
等
し
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
と
し
て
実
務
と
の
融
合
を
強
め
る
べ
き
と
か
実

習
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
の
主
張
は
、
若
干
狭
隘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
学
教
育
の
重
点
を
研
究
者
の
養
成
に
置
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
必
修
科
目
の
多
く
が
国
家
試
験
科
目
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
大
幅
に
改
革
し
て
、
国
家
試
験
科
目
に
社
会
の
ニ
ー

ズ
を
反
映
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
哲
学
、
政
治
学
や
法
社
会
学
な
ど
人
文
素
養
の
陶
冶
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

養
成
す
べ
き
法
律
家
の
像
を
確
立
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
に
続
く
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

法
学
と
は
司
法
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
学
教
育
の
目
的
も
実
務
の
訓
練
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
法
学
教
育
は
法
曹
教
育
に

限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
律
家
の
像
も
法
曹
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
の
法
治
国
家
の
法
律
家
と
し
て
、
論
理
的
推
論
能

力
、
独
立
的
思
考
の
訓
練
、
公
平
・
正
義
・
民
主
・
自
由
な
ど
の
理
念
の
陶
冶
、
法
律
の
解
釈
方
法
、
制
度
の
精
神
の
探
求
や
是
非
判

（
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断
の
能
力
の
養
成
に
よ
り
、
高
い
視
野
を
備
え
た
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

法
律
家
は
、
国
家
の
舵
取
り
と
し
て
国
家
の
発
展
を
導
く
の
み
な
ら
ず
、
民
間
企
業
で
活
躍
し
た
り
、
さ
ら
に
は
社
会
の
各
界
に
お

い
て
、
自
由
国
家
・
法
治
国
家
の
理
想
の
た
め
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
歩
退
い
て
い
っ
て
も
、
法
曹
と
い
う
伝
統
的
な
認

識
の
下
で
の
「
法
律
家
」
に
つ
い
て
も
、
法
規
の
適
用
は
そ
の
基
本
的
な
能
力
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
法
制
度
の
背
後
に
あ
る
精
神
的

意
義
を
理
解
し
、
か
つ
温
か
い
心
を
備
え
て
は
じ
め
て
、
法
条
の
機
械
的
適
用
の
み
を
行
う
よ
う
な
者
に
堕
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
法
学
は
国
家
の
安
定
や
人
民
の
幸
福
の
た
め
の
学
問
で
あ
っ
て
、「
我
関
せ
ず
」
の
知
識
で
は
な
い
。
法
律
家
は
熱
意
の
あ

る
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
冷
酷
な
裁
判
の
道
具
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は
い
か
な
る
法
学
教
育
の
改
革
の
試
み
で

あ
っ
て
も
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の
目
標
で
あ
る
。

 

（
二
）
教
員
の
質
に
つ
い
て

　

法
学
教
育
改
革
の
も
う
一
つ
の
重
点
は
「
教
育
方
法
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
教
育
の
多
元
化
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
化
や
双
方
向
化
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
教
育
の
主
体
た
る
教
員
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
さ
ら
な
る
訓
練
を
行
う
必
要
が
な
い
の
か
な

ど
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
法
学
部
の
教
師
は
、
通
常
は
教
員
養
成
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
は
な
く
、
法
学
博
士
学
位
の
取
得
者
で
あ

っ
た
り
司
法
実
務
の
経
験
の
あ
る
法
曹
で
あ
っ
て
、「
教
育
」
の
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
。
一
方
向
的
な
教
育
方
式
の
下
で
は
、

研
究
の
得
意
な
者
が
教
育
に
優
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
教
育
方
法
の
改
善
は
難
し
く
、
ま
し
て
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
方
式
の
導
入

な
ど
い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。

　

台
湾
の
大
学
に
お
け
る
教
員
の
授
業
時
間
は
も
と
も
と
そ
の
他
の
国
よ
り
も
多
く
、
近
年
で
は
、
各
大
学
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
法

学
部
以
外
に
も
社
会
人
コ
ー
ス
や
学
際
的
法
学
研
究
の
た
め
の
修
士
課
程
を
設
け
て
お
り
、
教
育
の
負
担
は
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
や
教
員
数
は
増
加
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
教
育
部
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
大
学
評

（
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価
制
度
な
ど
が
推
進
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
大
学
教
員
は
論
文
の
発
表
に
よ
り
多
く
の
心
血
を
注
ぐ
よ
う
迫
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
環

境
の
下
で
は
、
教
員
は
研
究
と
教
育
の
板
挟
み
に
な
っ
て
お
り
、
行
政
法
の
教
員
に
至
っ
て
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
中
央
・
地
方

政
府
の
設
け
る
審
議
会
の
委
員
な
ど
を
務
め
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
教
育
の
た
め
の
訓
練
を
行
う
か
、
ま
た
ベ
テ
ラ
ン

教
員
の
教
育
経
験
を
十
分
に
利
用
す
る
か
と
い
っ
た
点
も
、
法
学
教
育
改
革
に
お
い
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
三
）
中
華
圏
に
お
け
る
競
争
の
正
視

　

改
革
の
提
案
に
お
い
て
は
、
台
湾
の
法
学
教
育
の
国
際
競
争
力
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
台
湾
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
加

盟
し
た
後
、
法
学
教
育
が
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
す
で
に
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
諸
国
さ

ら
に
は
東
ア
ジ
ア
各
国
の
法
学
教
育
の
改
革
に
つ
い
て
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
、
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の

中
華
圏
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
の
若
干
の
大
学
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
は
台

湾
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
、
ま
た
中
国
も
法
学
教
育
に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
学
教
育
が
行
わ
れ

て
い
る
の
か
、
競
争
者
た
る
台
湾
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

 

（
四
）
学
生
の
意
見
の
尊
重

　

台
湾
の
法
学
教
育
及
び
そ
の
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
教
員
、
司
法
官
、
弁
護
士
、
行
政
官
僚
や
国
会
議
員
な
ど
に
よ
り
活
発
に
な

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
学
生
」
は
こ
れ
に
参
加
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
学
生
も
利
害
関
係
者
で
あ
る
の
に
、
こ
う
し
た
重
要

な
事
項
に
つ
い
て
果
た
し
て
全
く
意
見
が
な
い
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
策
決
定
者
の
方
で
そ
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
だ
け
な
の

か
。
台
湾
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
政
策
決
定
者
も
教
員
も
、
長
き
に
わ
た
っ
て
父
権
的
色
彩
（
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
温
情
）
を
強
く
有
し
て
お
り
、
指
導
す
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
て
も
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
な
い
。
学
生
は
ま
だ

未
成
熟
な
も
の
、
自
分
が
真
に
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
を
分
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
法
学
教
育
の
改
革
が
進

（
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行
す
る
中
で
、
学
生
団
体
の
参
加
は
少
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
律
家
と
し
て
の
重
要
な
個
性
に
「
思
考
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
法
学
教
育
の
目
標
と
し
て
問
題
思
考
や

問
題
解
決
の
能
力
の
養
成
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
状
況
は
学
生
が
学
ぶ
よ
い
機
会
を
奪
っ
て
お
り
、
改
革
が
学
生
の
ニ
ー

ズ
に
適
っ
た
も
の
と
な
り
う
る
か
も
疑
わ
し
く
な
る
。
教
育
と
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
っ
て
専
門
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
教
育
の
理

念
は
す
で
に
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、「
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
し
て
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、「
主
権
者
」
た
る
学
生
に
対
し
て
、
国
家
が

教
育
を
受
け
る
者
の
意
見
を
重
視
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
発
言
権
を
奪
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
も
は
や
特
別
権
力
関
係
で

は
な
い
今
日
に
お
い
て
、
法
学
教
育
の
改
革
者
は
な
お
学
生
の
役
割
の
変
化
を
正
視
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

法
学
教
育
改
革
の
提
案

　

台
湾
で
は
、
最
近
起
こ
っ
た
い
く
つ
か
の
社
会
的
注
目
を
集
め
た
裁
判
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
人
民
の
期
待
に
応
え
て
い
な
い
と
社

会
の
各
層
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
公
務
員
に
対
し
て
は
、
一
律
に
「
法
律
に
よ
る
行
政
」、
す
べ
て
は
法
令
を
遵
守
し
て
行
え

ば
足
り
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
行
政
の
怠
惰
の
い
い
わ
け
に
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
律
家
が
法
律
を
操
作
す
る

の
み
の
存
在
に
堕
し
て
い
る
の
か
、
論
理
的
思
考
が
一
般
人
と
は
距
離
が
あ
る
の
か
、
ま
た
は
社
会
の
一
般
大
衆
が
法
律
を
理
解
し
な

い
た
め
に
そ
の
「
法
感
情
」
が
法
律
家
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
注
意
に
値
す
る
。
ま
た
、
現
在
の
法
学
教
育
改
革
の
参
加
者

は
「
法
学
界
」
に
属
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
法
学
「
教
育
」
の
改
革
が
テ
ー
マ
で
あ
る
以
上
は
、「
教
育
学
」
分
野
の
専
門
家

が
教
育
学
の
観
点
か
ら
発
言
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
学
教
育
は
自
分
で
限
界
を
設
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
、
全
面
的
な
革
新
は
望
め
な
い
。

　

法
学
教
育
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
法
学
教
育
と
社
会
と
の
間
で
緊
密
な
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
改
革
者

（
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は
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
無
視
し
て
は
こ
と
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
が
ど
の
よ
う
な
法
律
知
識
の
教
育
を
望
み
、
い
か
な
る
法

律
家
を
育
成
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
。
台
湾
が
法
治
国
・
民
主
国
の
方
向
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
す
で
に
確
立
し
た
こ
と

で
あ
る
以
上
、
法
学
教
育
の
目
標
は
、
法
学
教
育
を
通
じ
て
（
法
律
家
を
含
む
）
人
民
が
自
由
、
民
主
、
法
治
、
法
制
度
の
背
後
に
あ

る
精
神
や
価
値
が
何
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
法
学
教
育
の
内
容
が
、

人
格
の
特
質
や
行
動
の
準
則
と
し
て
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
家
は
こ
の
目
標
に
真
剣
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

法
の
解
釈
・
適
用
に
際
し
て
、
法
治
国
・
民
主
国
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
学
教
育
は
法
曹
教
育
に
限
ら
れ
る
も
の
で

な
く
、
ま
た
訴
訟
実
務
の
訓
練
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
法
学
教
育
の
養
成
す
る
人
物
は
人
と
し
て
の
温
か
さ
を
備
え
た
法
律
家

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
諸
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
一
）
国
家
試
験
制
度
の
改
正

　

国
家
試
験
は
法
学
教
育
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
国
家
試
験
制
度
の
改
正
が
法
学
教
育
改
革
に
核
心
的
な
作
用
を
有

す
る
た
め
、
国
家
試
験
制
度
は
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
点
で
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
一
に
、
裁
判
官
と
検
察
官
の
試
験
は
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
・
検
察
官
・
弁
護
士
の
三
者
の
国
家
試
験
を
統
一
す
べ

き
で
は
な
く
、
こ
れ
は
す
べ
て
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
裁
判
官
の
主
な
仕
事
は
審
理
・
裁
判
を
行
っ
て
紛
争
を
解
決
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
検
察
官
の
そ
れ
は
犯
罪
を
調
査
し
て
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
要
す
る
法
学
の
専
門
的
知
識
や
訴

訟
の
技
術
に
は
極
め
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
同
一
の
試
験
で
同
様
に
ふ
る
い
に
か
け
、
さ
ら
に
同
様
の
訓
練
を
行
っ
て
、
最
後
の
成

績
の
み
に
基
づ
い
て
異
な
っ
た
仕
事
に
就
く
と
す
れ
ば
、
適
材
適
所
を
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
弁
護
士
試
験
を
再
定
位
し
、
合
格
率
を
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
司
法
官
は
採
用
枠
の
制
限
が
あ
る
か
ら
当
然
に
人
数

を
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
弁
護
士
に
つ
い
て
は
そ
う
い
っ
た
制
限
は
な
い
。
弁
護
士
試
験
は
資
格
試
験
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ

（
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り
、
受
験
者
が
法
学
の
知
識
と
基
本
的
技
能
を
備
え
て
い
れ
ば
合
格
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
学
生
が
在
学
中
に
国
家
試
験

科
目
の
み
に
心
血
を
注
ぐ
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
真
に
興
味
を
感
じ
る
専
門
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
卒
業

後
も
速
や
か
に
仕
事
に
就
い
て
、
社
会
の
各
層
に
お
い
て
法
律
の
知
識
を
用
い
る
こ
と
で
、
台
湾
社
会
の
法
治
化
を
推
進
す
る
こ
と
が

で
き
、
国
家
試
験
受
験
の
た
め
に
三
─
五
年
も
の
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
、
国
家
試
験
の
あ
り
方
も
時
代
と
と
も
に
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
法
、
社
会
法
や
消
費
者
法
な
ど
の
新
た
な
法

律
科
目
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
や
犯
罪
学
な
ど
の
非
法
律
科
目
を
選
択
科
目
と
し
た
り
、
学
生
の
分
析
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
交

渉
の
能
力
な
ど
を
試
験
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
事
例
問
題
の
設
計
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
事
例

問
題
の
多
く
は
、
仮
定
的
な
事
実
と
あ
ら
か
じ
め
整
理
さ
れ
た
争
点
に
限
ら
れ
て
お
り
、
受
験
者
は
現
行
の
法
規
に
照
ら
し
て
合
法
性

の
判
断
を
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
既
定
性
」
は
法
の
多
元
的
価
値
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
受
験
者
が
将
来
の
仕
事

に
お
い
て
要
す
る
感
覚
の
鋭
さ
を
試
験
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
法
的
紛
争
は
往
々
に
し
て
い
く
つ
も
の
科
目
に
ま
た
が
っ
て

い
る
も
の
で
、
例
え
ば
消
費
者
紛
争
で
は
、
民
法
や
消
費
者
法
、
公
法
と
私
法
の
領
域
横
断
的
な
ケ
ー
ス
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
試
験
科

目
の
制
限
の
下
で
は
、
試
験
問
題
は
各
分
野
ご
と
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
う
し
た
分
野
横
断
的
な
能
力
を
測
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

第
四
に
、
受
験
回
数
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
。
合
格
率
を
引
き
上
げ
る
の
な
ら
ば
、
受
験
回
数
の
制
限
を
設
け
て
、
法
曹
に
向
い
て

い
な
い
者
に
は
、
公
務
員
、
公
証
人
、
企
業
の
法
務
や
小
中
学
校
の
法
律
の
授
業
の
教
員
な
ど
、
で
き
る
限
り
早
く
他
の
道
を
探
す
よ

う
仕
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
学
生
が
人
生
の
輝
か
し
い
時
期
を
際
限
も
な
く
国
家
試
験
の
た
め
に
費
や
し
て
、
三
〇
歳
に
な
っ

て
も
全
く
社
会
経
験
が
な
い
と
い
う
の
は
、
社
会
の
人
的
資
源
の
浪
費
で
あ
っ
て
、
国
家
の
競
争
力
を
損
な
う
。

 

（
二
）
法
学
部
内
で
の
コ
ー
ス
分
け
の
強
化

　

専
門
分
野
へ
の
特
化
を
強
調
す
る
改
革
案
の
内
容
は
、
実
の
と
こ
ろ
法
学
部
内
で
の
コ
ー
ス
分
け
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
例
え
ば
、

（
48
）（

49
）

（
50
）

（
51
）



東アジアにおける法学教育の可能性

（阪大法学）64（5-451）　1449〔2015. 1 〕

政
治
大
学
に
お
い
て
は
す
で
に
一
九
七
六
年
か
ら
、
法
学
部
の
中
で
、
法
学
コ
ー
ス
、
法
制
コ
ー
ス
と
財
経
法
コ
ー
ス
の
三
つ
に
分
け

て
お
り
、
他
の
大
学
で
も
こ
れ
に
な
ら
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
上
述
の
よ
う
に
、
国
家
試
験
科
目
の
影
響
や
必
修
科
目
の
硬
直

化
と
い
っ
た
原
因
に
よ
り
、
こ
う
し
た
コ
ー
ス
分
け
が
実
質
的
な
意
義
を
失
っ
て
形
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
学
生

が
司
法
官
試
験
・
弁
護
士
試
験
に
集
中
し
て
法
学
部
の
人
的
資
源
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ま
た
九
〇
％
に
も
上
る
国

家
試
験
に
受
か
ら
な
い
者
が
受
け
た
法
学
教
育
が
無
駄
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
法
学
部
内
の
コ
ー
ス
分
け
の
設
計
の
あ
り
方
を
改
め
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
律
家
と
し
て
必
ず
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の
法
学
的
素
養
の
他
に
は
、
研
究
者
型
や
実
務
家
型
な

ど
異
な
っ
た
進
路
に
応
じ
た
異
な
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
法
律
家
と
し
て
当
然
に
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
憲
法
、
法
制
史
、
社
会
学
や
哲
学
な
ど
の
人
文
社
会
科
学
で
あ
る
。「
法
学
コ
ー
ス
」
は
司
法
実
務
や
研
究
に
た
ず

さ
わ
る
者
を
養
成
す
る
以
上
、
訴
訟
法
、
比
較
法
や
法
学
方
法
論
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
法
制
コ
ー
ス
」
は
行
政
法
制
を
研

究
対
象
と
す
る
以
上
、
公
法
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
財
経
法
コ
ー
ス
」
は
、
金
融
・
経
済
・
貿
易
の
分
野
に
力
を
入
れ
、

訴
訟
法
な
ど
の
授
業
は
減
ら
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ー
ス
分
け
し
て
も
み
ん
な
司
法
官
や
弁
護
士
を
目
指
す
と
い
う
結
果
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
各
コ
ー
ス
の
特
色
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
る
か
が
課
題
で
あ
る
。

 

（
三
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革

　

一
九
九
五
年
以
後
、
大
学
の
必
修
科
目
に
つ
い
て
の
教
育
部
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
弱
ま
っ
て
い
る
が
、
各
大
学
に
お
け
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
構
造
的
な
変
化
は
現
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
が
、
法
学
知
識
の
中
心
的
範
囲
が
不
変
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
外
在
的
環
境
に
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
が
な
い
た
め
に
調
整
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
法
学
教
育
が
法
曹
教
育
に
は
限
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
は
全
方
向
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

（
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ら
ず
、
法
学
の
学
問
的
環
境
を
準
備
す
る
こ
と
、
社
会
の
法
律
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
、
専
門
的
法
律
と
伝
統
的
法
律
を
ど

の
よ
う
に
融
合
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
、
に
重
点
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
生
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
裁
判

の
能
力
や
行
政
・
法
律
相
談
の
実
務
的
知
識
の
ほ
か
に
も
、
紛
争
の
交
渉
・
調
停
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
な
ど
も
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
心
理
学
、
哲
学
、
社
会
学
や
犯
罪
学
な
ど
の
科
目
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

法
学
教
育
制
度
の
と
る
べ
き
方
向
が
明
確
で
な
い
現
状
に
お
い
て
、
現
行
制
度
の
下
で
ど
の
よ
う
に
最
も
よ
い
学
習
環
境
を
用
意
す

る
か
は
、
法
学
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
転
嫁
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
責
任
で
あ
る
。
制
度
が
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
方
法
を
自
省
す
る
こ
と
は
教
員
と
し
て
不
断
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。
法

学
教
育
に
大
き
な
変
革
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
計
も
ま
た
軽
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で

あ
る
。

 

（
四
）
大
学
で
の
教
育
を
重
視
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

法
学
教
育
に
対
す
る
国
家
試
験
の
影
響
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
試
験
の
受
験
資
格
の
設
計
を
通
じ
て
、

学
生
が
大
学
で
の
教
育
を
重
視
す
る
よ
う
仕
向
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
弁
護
士
試
験
の
合
格
率
を
引
き
上
げ
る
以

外
に
も
、
学
生
の
大
学
で
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
大
学
で
の
成
績
を
国
家
試
験
の
成
績
の
一
部
に
す
る
と

い
う
方
式
も
参
考
に
値
す
る
。
学
生
を
予
備
校
か
ら
大
学
へ
と
戻
す
こ
と
で
は
じ
め
て
、
上
述
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
も
実
効
的
な
も

の
と
な
り
う
る
。

Ⅳ　

台
湾
の
法
学
教
育
の
あ
り
方
─
結
論
に
代
え
て

　

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
、
台
湾
の
政
府
は
、
法
学
部
・
法
学
研
究
科
の
設
立
や
学
生
人
数
に
つ
い
て
厳
格
な
コ
ン
ト

（
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ロ
ー
ル
を
行
っ
て
、
法
学
を
一
般
人
が
容
易
に
近
づ
け
な
い
よ
う
な
高
嶺
の
学
問
と
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
か
ら
は
、
法
学
部
や
法

学
研
究
科
は
年
々
増
え
続
け
て
い
る
も
の
の
、
政
策
的
要
素
が
原
因
と
な
っ
て
、
一
般
人
の
有
す
る
法
律
家
像
は
法
曹
の
み
に
限
定
さ

れ
て
し
ま
い
、
政
府
も
一
般
人
も
法
律
知
識
は
法
律
家
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
よ
り
、
一

般
人
に
法
律
知
識
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
般
人
は
法
制
度
に
無
関
心
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
の
大
学
セ
ン
タ
ー
試
験
の
文

系
で
ト
ッ
プ
の
成
績
を
修
め
た
学
生
は
、「
公
務
員
の
汚
職
が
嫌
い
で
、
将
来
は
裁
判
官
に
な
っ
て
違
法
を
裁
き
た
い
」
と
語
っ
て
い

る
。
一
般
人
の
法
律
に
対
す
る
感
覚
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
政
府
が
「
法
治
国
と
し
て
の
立
国
」
を
標
榜
す
る
の
も
皮
肉
に
感
じ
ら

れ
る
。
以
下
、
台
湾
の
法
学
教
育
の
将
来
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。

一　

社
会
各
層
の
参
加
と
多
元
的
な
意
見

　

隣
国
の
日
本
や
韓
国
で
は
、
す
で
に
法
学
教
育
の
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
台
湾
で
も
法
学
教
育
を
改
革
す
べ
き
だ
と
の
認
識
は
早

く
か
ら
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
司
法
制
度
の
全
体
的
改
革
の
一
環
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
法
学
教
育
の
改
革
の
方
向
が
全
面
的
な

も
の
と
は
な
ら
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。「
司
法
制
度
」
と
い
う
の
は
、
台
湾
で
は
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
制
度
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
で
は
改
革
の
方
向
が
「
法
曹
教
育
」、
す
な
わ
ち
司
法
の
要
す
る
人
材
の
養
成
の
側
面
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
台
湾
で
現

在
必
要
な
の
は
、
法
学
教
育
の
全
面
的
な
改
革
で
あ
る
。
司
法
の
要
す
る
人
材
の
養
成
方
法
の
み
な
ら
ず
、
行
政
・
立
法
の
要
す
る
人

材
の
養
成
方
法
も
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
は
法
律
家
の
み
の
も
の
で
は
な
い
以
上
、
法
学
教
育
の
改
革
の
議
論
に
は
、
法
学

界
・
法
曹
な
ど
の
伝
統
的
な
法
律
家
が
参
加
す
る
の
み
で
は
な
く
、
民
間
企
業
、
行
政
各
部
門
や
小
中
学
校
の
教
員
な
ど
も
参
加
す
る

こ
と
を
要
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
見
合
い
、
国
際
競
争
に
対
応
で
き
る
法
学
教
育
制
度
を
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
、
ま
た
台
湾
が
真
の
法
治
国
家
へ
と
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
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二　

台
湾
社
会
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
固
有
の
法
学
の
構
築

　

台
湾
で
は
、
日
本
の
統
治
を
経
て
中
華
民
国
時
代
へ
と
至
る
中
、
法
学
は
非
自
主
的
に
継
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
体
系
や
立
法

論
の
方
向
を
自
主
的
に
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
確
立
し
た
法
典
の
適
用
の
段
階
へ
と
直
接
に
移
行
し
た
。
台
湾
に
法
継
受
が
な
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
通
常
は
台
湾
の
特
色
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
西
洋
の
法
典
を
普
遍
的
な
公
理
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
台
湾
社
会
に
適
用

し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
継
受
の
過
程
は
、
台
湾
の
法
学
の
思
考
方
式
を
規
定
し
て
お
り
、
社
会
の
特
殊
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
考
慮
し
て
台
湾
社
会
に
内
在
的
な
ニ
ー
ズ
を
掘
り
下
げ
る
機
会
を
失
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
学
の
研
究
は
、
外
国

法
を
学
び
翻
訳
す
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
学
術
論
文
も
通
常
は
、
外
国
法
を
出
発
点
と
し
て
、
法
改
正
に
論
及
す

る
際
に
は
そ
の
留
学
先
の
法
規
範
が
参
考
に
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
外
国
法
と
自
国
法
を
取
り
混
ぜ
た
論
述
の
仕
方
は
、
研
究
の
主
題
の

焦
点
が
合
わ
な
い
と
い
う
事
態
や
、
読
者
や
学
生
に
理
解
が
難
し
い
と
い
う
問
題
を
招
く
。
法
学
教
育
の
改
革
を
行
お
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
自
国
の
社
会
に
お
け
る
法
律
の
運
用
を
重
視
し
、
自
国
の
経
済
・
社
会
・
文
化
の
特
色
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
自

国
の
法
学
理
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
実
施
と
多
元
的
発
展
の
促
進

　

台
湾
の
現
在
の
法
学
教
育
の
環
境
や
シ
ス
テ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
で
は
な
く
大
陸
法
系
の
も
の
で
あ
り
、
教
員
の
教
育
上
の

負
担
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
。
法
学
に
対
す
る
認
識
が
、
法
学
と
は
す
な
わ
ち
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
で
あ
る
と
の
狭
い

認
識
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
方
式
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
予
期
の
目
標
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
法
学
部
と
学
士
後
法
学
教
育
と
の
共
存
と
い
う
現
在
の
デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
特
色
は
、
学
生
の
出
身
の
多
元
化
で
あ
り
、
伝
統
的
な
法
学
部
出
身
の
法
律
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
専
門

（
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知
識
を
有
す
る
法
律
家
を
養
成
す
る
こ
と
も
で
き
、
法
学
と
そ
の
他
の
分
野
の
融
合
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
他
の
専
門
分
野
か
ら
の
人
材
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
分
野
を
超
え
て
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
法
の
重
要
性
を
高
め
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
医
療
・
会
計
・
金
融
・
生
物
科
学
や
建
築
な
ど
の
専
門
知
識
を
有
す
る
者
が
法
律
を
学
ぶ
こ
と
は
多
い
が
、
法
律

家
が
他
の
分
野
を
学
ぶ
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
進
路
と
し
て
は
法
曹
に
な
る
こ
と
が
最
終
的
目
標
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
他
の

法
制
関
係
の
公
務
員
に
な
る
こ
と
で
さ
え
も
、
法
曹
試
験
に
合
格
で
き
な
い
が
た
め
の
次
善
の
選
択
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
上
述
の
よ

う
に
法
学
教
育
に
対
す
る
認
識
を
改
め
、
国
家
試
験
の
合
格
率
を
引
き
上
げ
、
政
府
が
法
律
家
の
採
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法

律
家
の
多
元
的
な
発
展
を
促
進
し
、
社
会
の
隅
々
ま
で
法
の
知
識
を
伝
播
す
る
こ
と
で
、
法
学
の
影
響
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

王
泰
升
『
具
有
歷
史
思
維
的
法
學
：
結
合
台
灣
法
律
社
會
史
與
法
律
論
證
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
〇
─
三
三
一
頁
。

劉
恆
奴蚊
『
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
』（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
二
二
─
二
三
頁
。

劉
恆
奴蚊
『
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
』（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
五
八
頁
。

台
湾
に
お
け
る
「
復
校
」
と
は
、
一
九
四
九
年
に
中
華
民
国
政
府
が
台
湾
に
移
転
し
た
後
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
す
で
に
開
設
さ
れ
て
い

た
大
学
の
教
職
員
や
卒
業
生
に
よ
り
、
当
該
大
学
の
名
義
を
踏
襲
し
て
、
台
湾
に
お
い
て
再
び
大
学
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
中
華
民
国

が
台
湾
に
移
転
し
た
直
後
に
お
い
て
は
、
国
民
党
は
中
国
大
陸
へ
再
び
「
反
攻
」
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
「
復
校
」
を
行

う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
四
年
か
ら
、「
反
攻
」
の
現
実
的
目
途
も
つ
か
な
く
な
っ
た
た
め
、
台
湾
社
会
に
お
け
る
人
材
の
登

用
・
養
成
と
い
う
実
際
的
需
要
を
満
た
す
た
め
に
、
国
民
党
政
府
は
次
々
と
「
復
校
」
を
許
可
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、「
復
校
」
と
は

い
っ
て
も
、
大
学
の
名
や
理
念
を
継
承
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
教
職
員
や
大
学
の
組
織
は
、
も
は
や
中
国
大
陸
の
元
の
大
学
と
は
直

接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

郭
明
政
「
台
灣
法
學
教
育
的
問
題
與
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇

年
）
一
〇
三
─
一
〇
四
頁
。

王
泰
升
『
具
有
歷
史
思
維
的
法
學
：
結
合
台
灣
法
律
社
會
史
與
法
律
論
證
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
八
─
三
四
〇
頁
。
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黃
銘
傑
「
法
學
教
育
與
司
法
官
、
律
師
考
試
制
度
檢
討
與
改
進
之
研
究
」
月
旦
民
商
法
雜
誌
一
三
号
（
二
〇
〇
六
年
九
月
）
一
五
頁
。

教
育
部
高
教
司
に
よ
る
二
〇
一
二
年
度
の
統
計
で
、
学
部
、
大
学
院
及
び
社
会
人
課
程
の
学
生
を
含
む
。

た
だ
、
台
湾
の
多
く
の
法
律
は
ド
イ
ツ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
た
め
、
留
学
先
と
し
て
ド
イ
ツ
を
選
ぶ
傾
向
が
強
く
、
そ
の
比
率
が

高
く
な
り
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
多
元
的
と
い
う
特
色
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
郭
明
政
「
台
灣
法
學
教
育
的
問
題
與
改
革
」
陳
惠
馨
編

『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
六
頁
）。

劉
恆
奴蚊
『
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
』（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
九
頁
。

政
治
大
学
法
学
院
に
お
い
て
は
、「
基
礎
法
学
セ
ン
タ
ー
」、「
民
事
法
学
セ
ン
タ
ー
」、「
刑
事
法
学
セ
ン
タ
ー
」、「
公
法
学
セ
ン
タ
ー
」、

「
財
経
法
学
セ
ン
タ
ー
」、「
労
働
法
・
社
会
法
セ
ン
タ
ー
」
及
び
「
中
国
法
制
セ
ン
タ
ー
」
の
七
つ
の
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

陳
惠
馨
「
百
年
來
台
灣
的
法
學
教
育
與
法
曹
的
養
成
制
度
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元

照
、
二
〇
一
〇
年
）
七
八
頁
。

各
課
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
法
務
部
司
法
官
學
院
司
法
官
第
五
四
期
訓
練
計
畫
『
六
、
養
成
課
程
』」
を
参
照
。

「
法
務
部
司
法
官
學
院
司
法
官
第
五
四
期
養
成
課
程
總
說
明
」。

D
aniel H

. Foote

「
司
法
改
革
基
礎
工
程
─
『
法
學
教
育
之
革
新
』
國
際
法
學
研
討
會
第
三
、
四
場
會
議
紀
要
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九

号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
一
八
四
頁
。

こ
の
名
簿
は
、
指
導
弁
護
士
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
者
と
し
て
全
連
会
の
提
供
す
る
参
考
の
た
め
の
名
簿
で
あ
り
、
二
〇
一
三
年
度
の
指

導
弁
護
士
に
な
り
う
る
者
が
五
六
名
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

行
政
法
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
孫
銘
宗
「
台
灣
地
區
行
政
法
學
之
變
革
、
挑
戰
與
新
世
紀
展
望
」
行
政
法
學
研
究
四
号
（
二
〇
一

一
年
一
一
月
）
七
五
頁
。

陳
惠
馨
「
法
學
專
業
教
育
改
革
的
理
念
─
以
台
灣
、
德
國
為
例
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
一
五
三
頁
。

陳
洸
岳
「
政
治
大
學
法
學
院
大
學
部
課
程
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇

一
〇
年
）
一
四
八
頁
。

劉
恆
奴蚊
「
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
」（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
一
九
三
─
一
九
七
頁
。

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
六
〇
頁
。
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黃
立
「
台
灣
與
德
國
司
法
人
員
考
試
制
度
之
研
究
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二

〇
一
〇
年
）
一
四
〇
頁
。

こ
れ
は
数
年
に
わ
た
っ
て
国
家
試
験
を
受
け
た
場
合
の
最
終
的
な
合
格
率
で
あ
る
（
郭
明
政
「
台
灣
法
學
教
育
的
問
題
與
改
革
」
陳
惠
馨

編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
〇
頁
。

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
頁
。

陳
惠
馨
も
、
も
し
国
家
試
験
の
合
否
を
も
っ
て
法
学
教
育
が
成
功
し
た
か
否
か
の
判
断
基
準
と
す
る
と
す
れ
ば
、
台
湾
の
法
学
教
育
は
法

律
家
の
養
成
と
し
て
は
失
敗
し
て
い
る
も
の
と
見
ざ
る
を
え
な
い
、
と
す
る
（
陳
惠
馨
「
法
學
專
業
教
育
改
革
的
理
念
─
以
台
灣
、
德
國
為

例
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
一
五
六
頁
。

郭
明
政
「
台
灣
法
學
教
育
的
問
題
與
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇

年
）
一
〇
〇
頁
。

黃
立
「
台
灣
與
德
國
司
法
人
員
考
試
制
度
之
研
究
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二

〇
一
〇
年
）
一
四
〇
頁
。

http://w
w

w
c.m

oex.gov.tw
/m

ain/new
s/w

frm
N

ew
s.aspx?kind=3&

m
enu_id=42&

new
s_id=1350

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一

四
年
七
月
二
〇
日
）

小
早
川
光
郎
＝
小
幡
純
子
＝
高
木
光
他
「
法
曹
養
成
と
行
政
法
教
育
」
自
治
研
究
七
六
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
─
五
頁
。

陳
淑
芳
「
大
學
法
律
學
系
行
政
法
學
教
學
之
芻
議
」
世
新
法
學
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
一
〇
二
─
一
〇
五
頁
。

宇
賀
克
也
「
行
政
法
の
研
究
教
育
の
課
題
」
自
治
研
究
七
七
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
三
頁
。

詳
し
く
は
、
陳
惠
馨
「
法
學
專
業
教
育
改
革
的
理
念
─
以
台
灣
、
德
國
為
例
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
一
五
一

─
一
五
二
頁
。

「
立
法
院
第
六
屆
第
五
會
期
法
制
委
員
會
第
八
次
全
體
委
員
會
議
紀
錄
」
法
院
公
報
九
六
巻
三
九
号
二
七
頁
。

黃
旭
田
「
七
十
餘
年
歷
史
的
大
變
革
─
論
法
學
教
育
改
革
方
向
之
選
擇
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
三
二
号
（
二
〇
〇
六
年
五
月
）
一
一
─
一
二

頁
。

考
選
部
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
八
日
「
因
應
專
業
法
律
教
育
推
動
後
司
法
官
、
律
師
考
試
相
關
配
套
事
宜
研
商
會
議
」
會
議
說
明
。
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当
該
白
書
の
説
明
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
正
式
に
専
門
的
法
学
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
を
設
立
し
て
、

伝
統
的
な
大
学
法
学
部
は
学
生
の
募
集
を
停
止
す
る
か
、
ま
た
は
「
法
務
学
部
」（
暫
定
）
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
卒

業
者
の
み
が
司
法
官
試
験
・
弁
護
士
試
験
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
法
務
学
部
の
卒
業
生
は
、
検
察
事
務
官
や
書
記
官
な
ど
の

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
行
の
法
学
部
の
卒
業
生
は
な
お
司
法
官
試
験
・
弁
護
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

郭
明
政
「
台
灣
法
學
教
育
的
問
題
與
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇

年
）
一
一
三
頁
。

廖
元
豪
「
怎
樣
畫
虎
不
會
類
犬
：
從
美
國
經
驗
省
思
台
灣
法
學
教
育
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革

為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
三
頁
。

王
泰
升
『
具
有
歷
史
思
維
的
法
學
：
結
合
台
灣
法
律
社
會
史
與
法
律
論
證
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
三
六
四
頁
。

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
三
頁
。

廖
元
豪
「
怎
樣
畫
虎
不
會
類
犬
：
從
美
國
經
驗
省
思
台
灣
法
學
教
育
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革

為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
〇
─
一
六
一
頁
。

黃
銘
傑
「
法
學
教
育
與
司
法
官
、
律
師
考
試
制
度
檢
討
與
改
進
之
研
究
」
月
旦
民
商
法
雜
誌
一
三
号
（
二
〇
〇
六
年
九
月
）
一
〇
頁
。

陳
淑
芳
「
各
大
學
法
律
學
系
行
政
法
學
教
學
之
現
況
與
檢
討
」『
法
治
與
現
代
行
政
法
學
─
法
治
斌
教
授
紀
念
論
文
集
』（
元
照
、
二
〇
〇

四
年
）
七
二
一
頁
。

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
六
四
頁
。

廖
元
豪
「
怎
樣
畫
虎
不
會
類
犬
：
從
美
國
經
驗
省
思
台
灣
法
學
教
育
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革

為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
八
─
一
六
〇
頁
。

劉
宗
德
「
行
政
法
學
方
法
論
」
同
『
制
度
設
計
型
行
政
法
學
』（
元
照
、
二
〇
〇
九
年
）
一
三
頁
。

陳
惠
馨
「
司
法
改
革
基
礎
工
程
─
「
法
學
教
育
之
革
新
」
國
際
法
學
研
討
會
第
三
、
四
場
會
議
紀
要
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇

〇
五
年
四
月
）
一
八
四
─
一
八
五
頁
。

韓
国
で
も
、
弁
護
士
試
験
の
合
格
率
が
低
い
こ
と
が
、
学
生
が
大
学
に
お
け
る
教
育
を
軽
視
し
て
予
備
校
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
主
要
な
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原
因
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
二

九
頁
）。陳

惠
馨
「
司
法
改
革
基
礎
工
程
─
『
法
學
教
育
之
革
新
』
國
際
法
學
研
討
會
第
三
、
四
場
會
議
紀
要
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇

〇
五
年
四
月
）
一
八
五
頁
。

江
玉
林
「
司
法
官
、
律
師
考
試
方
法
技
術
檢
討
與
改
進
之
研
究
─
從
司
法
考
試
的
治
理
及
規
訓
作
用
談
起
」
羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革

整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
付
録
2-

29
。

こ
う
し
た
科
目
横
断
的
な
試
験
問
題
を
作
成
で
き
る
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
も
、
一
つ
の
問
題
で
は
あ
る
。

陳
洸
岳
「
政
治
大
學
法
學
院
大
學
部
課
程
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇

一
〇
年
）
一
四
六
─
一
四
七
頁
。

劉
恆
奴蚊
『
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
』（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
五
頁
。

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
頁
。

陳
洸
岳
「
政
治
大
學
法
學
院
大
學
部
課
程
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革
為
核
心
』（
元
照
、
二
〇

一
〇
年
）
一
五
二
頁
。

陳
惠
馨
「
司
法
改
革
基
礎
工
程
─
『
法
學
教
育
之
革
新
』
國
際
法
學
研
討
會
第
三
、
四
場
會
議
紀
要
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇

〇
五
年
四
月
）
一
八
六
頁
。

「
一
類
組
榜
首 

北
一
女
陳
佳
伶
志
願
當
法
官
」、http://iservice.libertytim

es.com
.tw

/2013/specials/exam
/new

s.php?no=
839888&

type=l

羅
昌
發
編
『
法
學
教
育
改
革
整
體
推
動
計
畫
』（
國
科
會
委
託
研
究
、
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
。

劉
恆
奴蚊
『
從
知
識
繼
受
與
學
科
定
位
論
百
年
來
台
灣
法
學
教
育
之
變
遷
』（
台
灣
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）
三
一
〇
─
三
一
二
頁
。

陳
惠
馨
「
法
學
專
業
教
育
改
革
的
理
念
─
以
台
灣
、
德
國
為
例
」
月
旦
法
學
雜
誌
一
一
九
号
（
二
〇
〇
五
年
四
月
）
一
五
三
─
一
五
四
頁
。

廖
元
豪
「
怎
樣
畫
虎
不
會
類
犬
：
從
美
國
經
驗
省
思
台
灣
法
學
教
育
改
革
」
陳
惠
馨
編
『
法
學
專
業
教
育
制
度
比
較
：
以
法
學
教
育
改
革

為
核
心
』（
元
照
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
六
頁
。

�

（
原
文
日
本
語
）
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